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〇減税の対象となるのは、令和 6 年分の合計所得金額が 1,805 万円以下の 
〇令和 6 年分所得税の納税者である 居住者 の方です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〇給与支払者は、次の月次減税事務と年調減税事務の 2 つの処理を行うことになります 
 

① 令和 6 年６月 1 日以後に支払う源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務と 
② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算をする事務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最終的な減税額は、次の①～③の合計金額です 
① 本人（居住者に限ります）30,000 円 
②  同一生計配偶者（所得 48 万以下の居住者に限ります）30,000 円 
③  扶養親族（所得 48 万以下の居住者で、16 歳未満を含む） 

1 人につき 30,000 円 
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①  

   〇基準日（６/１）の給与等の甲欄が適用される居住者の人を選びだす 

   〇該当しない人 
 ・乙・丙・扶養控除等申告書を提出していないひと 
 ・６/２以後に入社した人 

   〇６/１時点では、所得金額が 1,805 万円を超えると見込まれる人も、個別に確認する必要はなく  
一律で月次減税事務を行ってください 

 
②  
    

〇国税庁サイトに、「各人別控除事績簿」エクセルがありますが、フォ－ムは任意です 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
③  
 
 
 
 
 
    〇「同一生計配偶者」とは、所得が 48 万円以下の居住者であれば、夫の配偶者控除対象外の妻を含む 
    〇「扶養家族」とは、所得が 48 万円以下の居住者であれば、１６歳未満を含む 
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④  
   月次減税額の控除は、６/１日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて控除す

ることとされています 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤  
 
 
 
 
 
 
 
 
       〇「年末調整超過税額」欄及び「摘要」欄への定額減税に関する事項の記載は不要です 

〇月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった「０」場合でも、 
（所得税徴収高計算書）を必ず所轄税務署に提出してください 
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 年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額と 

の精算を行います。 
なお、年末調整の際の詳しい事務の内容につきましては、国税庁ホームページの「年末調整 

がよくわかるページ」で各種情報を令和６年９月頃から随時掲載する予定です 

 
 
 
 
 

〔記載例〕 ＜年末調整を行った一般的な場合＞ 

 
 
 
 
 
 

〔記載例〕 ＜非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合＞  
 
 
 
 

〔記載例〕 ＜非控除対象配偶者が障害者に該当する場合＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和６年分の給与の収入金額が 2,000 万 

円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、 
「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要 
はありません 
「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、 
実際に源泉徴収した税額の合計額を記入することになります 

 
 
 

1,000 万超人用 
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【参考】 
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